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新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連した

対応に係る給付費等の取扱いの適用期間延長について

 日頃から、本市の障害福祉行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、標記の件につきまして、令和２年２月 28日付「新型コロナウイルス感
染症防止のための学校の臨時休業に関連した対応に係る給付費等の取り扱いに

ついて（保福障支第 5259 号）」において、臨時的取扱いを通知したところです
が、本市の学校臨時休業が令和２年５月６日までとなりましたので、本取扱いの

適用期間を令和２年５月６日まで延長します。

〇本市の学校における臨時休業の情報 

（https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/009/p071538.html） 

               （給付費に関する問合せ）

               （体制に関する問合せ）

さいたま市保健福祉局福祉部

障害支援課 自立支援給付係

TEL 048-829-1305    
FAX 048-829-1981    
e-mail shogai-shien@city.saitama.lg.jp

さいたま市保健福祉局福祉部

障害支援課 審査指定係

TEL 048-829-1309    
FAX 048-829-1981    
e-mail shogai-shien@city.saitama.lg.jp


